
広
島
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号 

 
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る

条
例
（
平
成
二
十
四
年
広
島
県
条
例
第
九
号
）
第
十
三
条
第
四
項
及
び
第
三
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
居
住
及
び
食
事
の
提
供
に
係
る
利
用
料
等
に
関
す
る
指
針
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

一 

適
正
な
手
続
の
確
保 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
居
住
及
び
食
事
の
提
供
に
係
る
契

約
（
以
下
「
契
約
」
と
い
う
。
）
の
適
正
な
締
結
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
契
約
に
係
る
手
続
を
行
う
こ
と
。 

１ 

当
該
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
は
、
入
所
者
及
び
入
居
者
（
以
下
「
入
所
者
等
」
と
い
う
。
）
又
は

そ
の
家
族
に
対
し
、
当
該
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
文
書
に
よ
り
事
前
に
説
明
を
行
う
こ
と
。 

２ 

当
該
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
、
入
所
者
等
か
ら
文
書
に
よ
り
同
意
を
得
る
こ
と
。 

二 

居
住
及
び
食
事
の
提
供
に
係
る
利
用
料 

１ 

居
住
に
係
る
利
用
料 

㈠ 

居
住
に
係
る
利
用
料
は
、
居
住
環
境
の
違
い
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
額
を
基
本
と
す

る
こ
と
。 

 
 
 

⑴ 

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
居
室
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
居
室
の
う
ち
定
員
が
一
人
の
も
の
（
指

定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第

二
十
一
号
）
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

イ
及
び
ロ
の
注
十
五
並
び
に
注
十
六
に
定
め
る
者
（
以
下
「
従
来
型
個
室
特
例
対
象
者
」
と
い
う
。

）
が
入
所
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

室
料
及
び
光
熱
水
費
に
相
当
す
る
額 

 
 
 

⑵ 

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
居
室
の
う
ち
定
員
が
二
名
以
上
の
も
の
並
び
に
従
来
型
個
室
特
例
対
象

者
が
入
所
す
る
も
の 

光
熱
水
費
に
相
当
す
る
額 

㈡ 

居
住
に
係
る
利
用
料
の
水
準
の
設
定
に
当
た
っ
て
勘
案
す
べ
き
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
 
 

⑴ 

入
所
者
等
が
利
用
す
る
施
設
の
建
設
費
用
（
修
繕
費
用
、
維
持
費
用
等
を
含
み
、
公
的
助
成
の

有
無
に
つ
い
て
も
勘
案
す
る
こ
と
。
） 

 
 

⑵ 

近
隣
地
域
に
所
在
す
る
類
似
施
設
の
家
賃
及
び
光
熱
水
費
の
平
均
的
な
費
用 

 

２ 

食
事
の
提
供
に
係
る
利
用
料 

 
 
 

食
事
の
提
供
に
係
る
利
用
料
は
、
食
材
料
費
及
び
調
理
に
係
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
基
本
と
す
る

こ
と
。 

三 

そ
の
他 

 
 

入
所
者
等
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
の
提
供
又
は
特
別
な
食
事
の
提
供
に
係
る
利
用
料
は
、
二
に
掲
げ

る
居
住
及
び
食
事
の
提
供
に
係
る
利
用
料
と
明
確
に
区
分
し
て
受
領
す
る
こ
と
。 

 
 


